
信用金庫・信用組合による 会員・組合員企業の海外子会社への直接貸付等の解禁の概要
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通常の貸付等

海外や国内の金融機関

貸付等

② 他の金融機関から

会員等の海外子会社

への貸付け等に係る

債務の保証

下記の ①、②を可能とする制度改正を行う （①：政令改正、②府令改正）

※ 信用金庫の会員、信用組合の組合員は定款（金融庁が認可）に
定められた地区に事業所や住所を持つ中小企業や個人。

生産工程、
販路の一部等


